
第７章 マレーシアの障害者雇用と国際人権法

はじめに

障害者権利条約は，国連総会において２００６年１２月１３日に採択され（UN

Doc. A ／RES／６１／１０６, Annex I and II），２００８年５月３日に発効した。本章執筆

時点で，批准数１１２，署名数１５３を数える。

マレーシア政府は，２００８年４月８日に障害者権利条約に署名し，２０１０年７

月１９日に批准した。署名のほぼ３カ月前の２００７年１２月２４日に，マレーシアで

２００８年障害者法（Persons with Disabilities Act２００８）（法律第６８５号）が成立し，

２００８年１月２４日に公布され，２００８年７月７日に施行された。これは，マレー

シアで初めての包括的な障害者に関する法律である。

本章では，２００８年障害者法の分析などを通じて，障害者権利条約を批准

したマレーシアがどのような障害者雇用政策をとっているかを明らかにし，

それを国際人権法の観点から評価することを目的とする。

第１節で，マレーシアの障害者雇用の制度と実態を概観する。それから

第２節で，マレーシアと国際人権法との関係を概観する。第３節では，マ

レーシアの障害者雇用制度のひとつの柱として，いわゆる労災制度を紹介

する。第４節では，２００８年障害者法を検討し，とくに雇用分野の障害差別

に関して，マレーシアが障害者権利条約の義務を誠実に遵守するのが困難

であることを明らかにする。
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第１節 マレーシアの障害者雇用状況

マレーシアは多民族国家である。マレー系が人口の過半数を超え，華人

系，インド系，先住民もいる。マレーシアは，国連開発計画の２０１１年の人

間開発指数（HDI）では，１８７の国・地域のなかで６１位であった（UNDP

［２０１１］）。マレーシアの人口は２０１０年の国勢調査によれば，約２８３０万人であ

る（Department of Statistics Malaysia）。

久野［２０１０］によると，マレーシア社会福祉局の調べで，２００９年１２月段階

の障害者登録数は人口の約１％，すなわち約２７万８０００人である。内訳は，

視覚障害者２万５０００人，聴覚障害者３万７０００人，肢体障害者９万２０００人，知

的障害者（learning disabilities）１０万７０００人，脳性まひ者４０００人，その他１万

１０００人である（なお，マレーシアでは，知的障害を表現する言葉として，

“intellectual disabilities”という表現よりも，“learning disabilities”のほうが一般

的に用いられている）。久野は，この数字は実際の障害者よりも著しく少ない

という。彼はその理由として，たとえば障害者の登録は任意であることや，

HIV，腎臓疾患，軽度障害，脳卒中などが登録対象となっていないことを挙

げる。

マレーシアでは，２００８年障害者法が制定されるまで，障害者に関する包

括的な単一の法律は存在しなかった。その代わりに障害者に関係している

法律がいくつかあった。たとえば最近のものとしては，１９９６年の教育法

（Education Act１９９６）（法律第５５０号）は，特別教育（special education）や特別

学校（special school）の定義を設けている（第２条）。２００６年の建築基準法

（Uniform Building By−Laws２００６）（法律第１３３号）は，公共施設のアクセシビ

リティを向上するための障壁除去などを定める。公共役務に関する通達第

１０号（１９８８年）は，政府官庁の雇用数の１％を障害者に割り当てるとの指針

を定めている（努力義務）。そのほかに，社会福祉局による給与補填制度，

起業支援制度がある（久野［２０１０］）。

加えて，１９９０年にマレーシア政府は，民間部門の障害者雇用を奨励する

ため，特別な優遇税制を導入した。では，その実態はどうか。２００１年に
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は，３０００人程の障害者が民間部門で雇用された。２００３年には，２０００人ほど障

害者雇用が増えた。合計で５０００人程の障害者である。この数字は，社会福

祉局に登録された障害者数（１２万６１９４人）のうちの４％くらいであると言わ

れている（Ramakrishnan［２００７：５９］）。この数を少ないと否定的に見ること

もたしかにできる。ただ，そういう評価をする前に，より多くの実証分析

を積み重ねる必要もあろう。

第２節 国際人権法とマレーシア

国際法と国内法の関係については，イギリスがそうであるように，マレー

シアはいわゆる変型論（doctrine of transformation）を採用している（Hamid

［２００３，２００７］）。よく知られているように，変型論の説明として，たとえば

デニング卿（Lord Denning MR）は「国際法規が英国法の一部だとは考えら

れない。ただし，裁判官が下した決定，議会が可決した法律，あるいは古

くからの確立した慣習が，すでにその国際法規を英国法の一部にした場合

は，この限りではない」と述べる（Trendtex Trading Corporation v. Central

Bank of Nigeria［１９７７］QB５２９）。

国際条約がマレーシアで国内法の一部になるためには，議会がこれを国

内平面で実施する法律を可決しなければならない。マレーシア連邦憲法の

第７４条は，「議会は，連邦政府管轄一覧又は連邦・州政府共管一覧に定める

あらゆる事項に関して法律を制定することができる」と定める。連邦政府

管轄一覧にいう対外関係のなかには，条約・協定とその実施とが含まれる。

マレーシア連邦憲法は，国内平面における国内法と国際法の抵触に関する

事項に言及していない。けれども，もし国内平面で抵触が生じた場合には，

国内法が国際法に優先するとされる（Hamid［２００３，２００７］）。

一般的にいえば，国際人権法に対するマレーシアの姿勢は，積極的なも

のとはいえない。マレーシアは，子どもの権利条約，女性差別撤廃条約，

障害者権利条約を除いては，いわゆる主要人権条約（自由権規約，社会権規

約，人種差別撤廃条約，拷問等禁止条約，移住労働者権利条約）を締結していな
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い。また，女性差別撤廃条約選択議定書，子どもの権利条約の二つの選択

議定書，障害者権利条約選択議定書も締結していない。さらに，マレーシ

アは ILO条約第１５９号（障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約）

も締結していない。

マレーシアは，１９９５年２月１７日に子どもの権利条約に加入し，同年７月

５日に女性差別撤廃条約に加入したが，どちらについても少なくない数の

留保を付した（Hamid［２００６］，Yahyaoui Krivenko［２００９］）。障害者権利条約

の適用についても，マレーシアは宣言を付している。その宣言の内容はい

くつかあるが，とくに差別に関しては，つぎのとおりである。

マレーシアは，障害者権利条約の第３条（b）号，（e）号，第５条２

項に定める無差別と機会平等の原則が，すべての障害者によるすべて

の人権及び基本的自由の完全かつ平等な享受を確保する際に......きわめ

て重要であることを認める。マレーシアは，無差別と機会平等に関係

するマレーシア連邦憲法の適用と解釈は同条約の第３条（b）号，（e）

号，第５条２項に違反するものと解されない，と宣言する（UN Treaty

Collection）。

マレーシアがこのような宣言を行ったのは，マレーシアの関係者の話に

よるとマレーシア連邦憲法が，マレー人と他の先住民を含むブミプトラ

（Bumiputra）の経済的地位を高めるために，ポジティブアクションの規定

を設けているからである。

マレーシア連邦憲法は，第８条１項において「すべての者は法の前に平

等であり，法の平等な保護を受ける権利を有する」と定める。また同２項

は，職業や雇用等に関して，宗教，人種，世系（descent），出生地，性別を

理由に国民を差別してはならないと定める。ところが，連邦憲法は，その

例外として，マレー人らの優遇規定を設けている。すなわち連邦憲法は，

国王はマレー人とサバ州・サラワク州の先住民の「特別な地位」

（special position）を守る責任を負い，かれらのために権能を行使する，と

定めているのである（第１５３条１項，２項）。
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ブミプトラのためにポジティブアクションを導入したこと自体に関する

評価は，さしあたりおいておくとしよう。ここでの重要な問いは，こういっ

たポジティブアクションの導入が，雇用分野での障害差別を是認する理由

になるか，である。この点、ごく普通に考えれば，そのようなポジティブ

アクションは非ブミプトラを比較対象者とするものであるので，その導入

自体は，障害差別を是認するものではないといえる。したがって，マレー

シアの上記宣言は，障害者権利条約が命ずる雇用分野での障害差別禁止を

否定する内容だとは解されない。

にもかかわらず，マレーシアの２００８年障害者法は，差別禁止規定を明確

に定めておらず，また「合理的配慮の否定」を差別のひとつに位置づけて

いない。そのため，マレーシアは，同条約の義務の遵守が困難になってい

る。

本章では，この論点を検討する前に，広い意味でのマレーシアの障害者

雇用制度の一角をなす職業リハビリテーションの制度を概観しておきたい。

その後に，２００８年障害者法における雇用規定を検討する。

第３節 １９６９年被用者社会保障法と障害者権利条約

広い意味でのマレーシアの障害者雇用制度は，いわゆる労災分野が比較

的発展しているようにみえる。労災に関係する規定は，障害者権利条約第

２７条１項にもある。本条は，締約国は「障害者」の職場復帰支援を促進す

るための適切な措置を講ずることによって，障害者の労働権の実現を保障

する，と定める。そして，この「障害者」の部分には，「雇用の過程で障害

を持つこととなった者を含む」（including for those who acquire a disability during

the course of employment）という文言が明示的に付け加えられている。この

文言は，同条約が労災の問題を射程に入れていることを意味する，と解す

ることができよう。

マレーシアにおいて労災関係の業務を担っている主要な機関が，「社会保

障機構」（Social Security Organisation）である。それは略称で「ソクソ」
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（SOCSO）という。社会保障機構は，マレーシア政府の社会保険業務を行い，

事故・死亡・障害等の発生時に，労働者と家族に財政支援等を行う。以下

では，社会保障機構のホームページ（SOCSO Homepage）と，この機構に関

して詳しい分析を加えている最近の論文（Rooshida Merican Binti Abdul Rahim

Merican［２０１０］）とを参照して，もう少し具体的に社会保障機構の取り組み

を見てみよう。

社会保障機構は１９７１年に設置された。この機構は，１９６９年被用者社会保障

法（Employees’ Social Security Act１９６９: ESSA）に定める社会保険の業務を実

施している。この社会保険の財源は，使用者と労働者の保険料によって確

保される。社会保険は，大きく分けて二つの制度から成る。業務災害保険

（Employment Injury Insurance Scheme）と就業不能年金（Invalidity Pension

Scheme）である。

業務災害保険の下で，労働者は，業務時・通勤時などの労災に関して給

付を受けることができる。この給付には，治療，障害給付，リハビリテー

ション，教育給付などがある。また，就業不能年金の制度の下では，就業

不能（invalid）と認められた被保険者は，社会保障機構から，年金を支払わ

れる資格を有する。心臓発作，腎不全，癌，精神疾患，喘息などは，就業

不能と認められる疾病である。遺族給付も，就業不能年金に含まれる。

これらの社会保険の下で，社会保障機構はさまざまな種類の給付を提供

している。障害者との関係で注目できるのは，機構が「職業リハビリテー

ション」（physical or vocational rehabilitation）を無償で提供していることであ

る。これは，つぎのような１９６９年被用者社会保障法第５７条（職業リハビリテー

ションの提供）の規定に基づいている。

１９６９年被用者社会保障法第５７条

こうむ

１ 就業不能又は永続的障害を被っているか又は被っていると申し

立てる被保険者は，社会保障機構によって，職業リハビリテーショ

ンの便益を無償で供与されることができる。

２ 前項に定める便益の性格及び規模，当該便益が供与される被保
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険者，並びに当該便益が提供される条件は，規則で定めることが

できる。

３ 就業不能又は永続的障害を被っているか又は被っていると申し

立てる被保険者は，その状態の必要に応じて，社会保障機構の決

定によって義肢，補助具その他の適当な支援器具を無償で供与さ

れることができる。当該支援器具は，必要なときは無償で新品に

取り換えることができる。

４ 職業リハビリテーションを受ける必要がある被保険者，又は義

肢，補助具その他の適当な支援器具を装着するか若しくは装着す

る予定がある被保険者は，社会保障機構の決定によって，それに

要する移動又は修理等に関して自己が負担するか又は負担する予

定の費用を支払われるか又は払戻されることができる。

このように，マレーシアにはリハビリテーションの提供の制度が存在す

るが，実際の状況をみてみると，障害者がリハビリテーションを受けなかっ

たり，せっかく障害者がリハビリテーションを受けても使用者が彼らを雇

わなかったりすることがある。このような状況に鑑みて，最近のマレーシ

アでは，「復職」（Return to Work : RTW）に力が入れられている。たとえば

２００７年に，社会保障機構は「復職」をめざすリハビリテーション計画を導

入した。

第４節 ２００８年障害者法と障害者権利条約

久野［２００８］によると，２００８年障害者法の草案作成は，当時の国家統一社

会開発省（Ministry of National Unity and Social Development）によって２００１年

に着手された（同省は２００４年に女性・家族・地域開発省（Ministry of Women,

Family and Community Development）に改組された）。この検討を担った作業

部会の下で，最初の草案（２００２年草案）が登場した（Mah Hassan Haji Omar

［２００２］）。その後，この草案に修正を加えた２００３年草案も登場した（Coalition
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of Societies for Persons with Disabilities and NGOs in Penang［２００３］）。これらの

二つの草案から，２００８年草案は大きな変貌を遂げることになる。

成立した２００８年障害者法は，障害者の定義については障害者権利条約の

規定を採用する一方で，雇用差別禁止規定については同条約の規定を採用

していない，という対照的な構造をもつ。このコントラストに着目して，

２００８年障害者法の性格を考えてみよう。

１．障害者の概念

２００２年草案は，世界保健機関が１９８０年に公表した国際障害分類（World

Health Organization［１９８０］）に定める障害の定義と同じものを採用していた。

それは，つぎのように障害の次元を「インペアメント」，「ディスアビリティ」，

「ハンディキャップ」の三つに分ける点に特徴がある。

インペアメントとは，心理的，生理的又は解剖的な構造又は機能の

なんらかの喪失又は異常である。ディスアビリティとは，人間として

正常とみなされる方法で又は範囲内で活動する能力の（インペアメント

に起因する）制約又は欠如である。ハンディキャップとは，インペアメ

ント又は障害に起因する個人の不利益であって，その個人にとって，

年齢，性，社会的及び文化的な諸因子いかんにより正常な役割を果た

すことが制限され又は妨げられることである。

２００３年草案は，この２００２年草案の定義を若干修正したが，それでもなお，

「インペアメント」，「ディスアビリティ」，「ハンディキャップ」という三

つの次元の定義を採用していた。しかし，２００８年障害者法は，これとはまっ

たく異なるアプローチをとり，障害者権利条約に定める障害（者）の概念を

ほぼそのまま採用した。すなわち２００８年障害者法は前文で，同条約前文（e）

に定める「障害」（disability）の概念を，また第２条で，同条約第１条に定め

る「障害者」（persons with disabilities）の概念をほぼそのまま採用した。

この「障害」と「障害者」の概念は，どちらも社会モデルの視点を反映
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している。すなわち，これらの概念は，障害者の平等な社会参加が阻害さ

れる原因をインペアメントと社会障壁との相互作用を求めているのである

（川島［２０１０a，２０１０b］）。「障害」と「障害者」の概念とは，基本的には同様

の構造をとるので，ここでは「障害者」の概念だけを引用しておこう。

障害者には，長期の身体的，精神的，知的又は感覚的なインペアメ

ントのある者を含む。これらのインペアメントは，種々の障壁と相互

に作用することにより，インペアメントのある者が他の者との平等を

基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げることがある。

（下線は引用者による。）

２．雇用分野の規定

ここから，雇用分野の差別禁止規定の議論に移ろう。２００２年草案は，第

３章第１部において，差別の概念のなかに直接差別と間接差別を含めてい

たほか，障害者の補助手段を理由としたり，障害者の支援者を理由とした

りする差別も含めていた。２００３年草案は，これと同様の規定を置いた上で，

さらに注記を加えて，障害者の関係者に対する差別も禁止すべきである，

と記していた。また，２００２年草案は，第３章第２部で「雇用における差別」

を禁止し，また同第３部で「雇用におけるハラスメント」を禁止していた。

２００３年草案も，これと同様の規定を設けていた。

しかし，このような豊かな雇用分野の差別禁止規定は，２００８年障害者法

に含まれることはなかった（久野［２００８］）。その代わりに，２００８年障害者法

は，第２９条において「雇用へのアクセス」に関する規定を設けることになっ

た。本条の第１項と第２項は，つぎのとおりである（このうち第２項は，障

害者権利条約第２７条１項（b）号とほぼ同内容である）。

１ 障害者は，非障害者との平等を基礎として雇用にアクセスする権

利を有する。（下線は引用者による。）

２ 使用者は，非障害者との平等を基礎として，公正かつ良好な労働
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条件（平等な機会及び同一価値の労働についての同一報酬を含む。），安全

かつ健康的な作業条件，ハラスメントからの保護及び苦情救済につ

いての障害者の権利を保護するものとする。（下線は引用者による。）

これらの規定は，たしかに差別禁止という文言それ自体を含んでいない

が，下線を引いた部分をみると，障害差別を実質的に禁止していると読め

なくもない。ただ，たとえそうだとしても，これらの規定が具体的権利性

を有するかどうか明らかではない。

ところで，注目されることに，２００２年草案も２００３年草案も，合理的配慮に

ついては言及していなかった。これに対し，２００８年障害者法は，つぎのよ

うに合理的配慮の定義を設けている（第２条）。

「合理的配慮」とは，障害者が非障害者との平等を基礎として，生活

の質及び良好な状態（the quality of life and wellbeing）を享有し又は行使

することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって，特

定の場合に必要とされるものであり，かつ，不釣合いな又は過重な負

担を課さないものをいう。（下線は引用者による。）

この定義は，障害者権利条約における合理的配慮の定義（松井［２００８］，川

島［２００８］）とかなり似ている。この定義自体に関して，２００８年障害者法と

障害者権利条約との間の唯一の違いは，同条約に記された「すべての人権

及び基本的自由」という文言が，２００８年障害者法では「生活の質及び良好

な状態」となっている点である。２００８年障害者法が「すべての人権と基本

的自由」という文言を用いていない理由は，定かではない。

合理的配慮の位置づけについては，２００８年障害者法と障害者権利条約と

でまったく異なる。すなわち，２００８年障害者法は，障害者権利条約とは異

なり，「合理的配慮の否定」が障害差別の一形態である旨定めていない。同

条約は第２条で，「障害に基づく差別には，合理的配慮の否定を含むあらゆ

る形態の差別を含む」と明示しているが，２００８年障害者法はそういった規

定を設けていないのである。
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２００８年障害者法は，合理的配慮の定義を記した部分以外では，合理的配

慮という言葉を本文では１カ所だけ――「教育へのアクセス」の規定のな

かの１カ所だけ――使用している（第２８条）。２００８年障害者法は，「雇用への

アクセス」の規定の文脈において，なぜだか理由はわからないが，合理的

配慮という言葉に言及していない（第２９条）。これに対して障害者権利条約

は，第２条で合理的配慮の否定を障害差別だと明記していることに加え，

とくに雇用の文脈では合理的配慮が重要であるとの理由から，第２７条（労働

及び雇用）でも合理的配慮に明示的に言及している。

３．評価

以上でみてきたように，雇用分野の規定ぶりに関しては，２００８年障害者

法と障害者権利条約の間にいくつか大きな違いがある。これとは対照的に，

障害者の概念に関して２００８年障害者法と障害者権利条約とは同様の規定ぶ

りである。このような対照は，いったい何を意味しているのであろうか。

わたしがこの４年間で５度ほどクアラルンプールに調査に行き，現地にお

いて関係者の話を聞いたことをふまえて考えてみたい。

まず，確認しておきたいこととして，マレーシアの関係者の一部は，障

害者の地位改善のための処方箋として，国民の意識向上をとくに重視して

いた。たとえば，２００８年障害者法の性格を，いわゆる「推進法あるいは促

進法」（promotional law/ developmental law）であると考えている者がいた。

この言葉が意味するのは，２００８年障害者法が差別を禁止したり，罰則を科

したりするものではなく，障害者の地位向上と国民の意識向上とを促すた

めの法律だということである。たしかに，２００８年障害者法を「推進法」と

して位置づける説明は，もっとも適切であると思う。こういった「推進法」

が成立した背景のひとつには，障害者の地位を向上させるためには，差別

を法的に禁止するアプローチよりも，国民の意識を高めるアプローチのほ

うが優れているという考え方がある。

マレーシアは，（A）強制力をともない，差別を禁止する法制度と，（B）国

民の意識向上を促進する法制度とを二者択一にして，後者のアプローチを
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選びとった。この点，マレーシアが社会モデルの考え方に沿った，障害者

権利条約の障害者の概念をそのまま採用していることは十分理解できる。

なぜなら，社会モデルに沿った障害者の概念を定めても（A）のアプローチ

を採用することにはならないからである。

このように見ると，マレーシアは，（B）のアプローチの枠内に収まるか

ぎりにおいて，言い換えれば（A）のアプローチを採用しないかぎりにおい

て，障害者権利条約の内容を２００８年障害者法に反映させた，と考えること

ができよう。２００８年障害者法が合理的配慮の概念を明記しているにもかか

わらず，「合理的配慮の否定」を差別と明記していないことは，そのひとつ

の証拠である。

おわりに

クアラルンプールで，２０１０年１２月１２日に「２００８年障害者法フォーラム」が

開催された（Wong and Syamsuriatina［２０１０］）。このフォーラムは，マレーシ

ア弁護士会人権委員会（Bar Council Human Rights Committee : BCHRC）が，

世界人権宣言（１９４８年）の採択記念日，すなわち「世界人権デー」（１２月１０日）

の祝賀イベントとして開催したものである。このフォーラムのスピーカー

の一人であるヘレン・チン（Helen Chin）弁護士は，マレーシアによる障害

者権利条約の批准は，障害者の権利侵害の救済への取り組みの一歩である

ことを認めた一方で，マレーシアがこの条約の選択議定書に署名していな

いことに懸念を表明した。同弁護士はまた，２００８年障害者法に差別禁止規

定がないことを問題視した。マレーシア科学大学のティウン・リン・タ（Tiun

Ling Ta）博士も，このフォーラムにおいて同様の問題を指摘した。

差別禁止の必要性を強調するかれらの指摘は，本章で検討したように，

マレーシアによる障害者権利条約の誠実な遵守が困難であることを示唆し

ている。同条約を締結した以上，マレーシアは，その根本原則のひとつを

なす差別禁止義務を誠実に履行しなければならない。しかし，少なくとも

本章で検討した雇用分野の差別禁止に関していえば，２００８年障害者法は，
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マレーシアが同条約の義務を効果的に履行する担保法としては，不十分で

ある。

たしかに，２００８年障害者法の雇用規定は，障害差別を禁止しているよう

に解釈できる余地がまったくないわけではない。しかし，２００８年障害者法

が，合理的配慮の定義を設けながらも，合理的配慮を差別禁止の文脈に位

置づけていないことは，障害者権利条約の義務履行の観点からは大きな問

題である。同条約は意識向上のみならず，差別禁止をも締約国に命じてい

るので，マレーシアは，同条約の誠実な遵守という観点から，障害者法制

度を再検討することが必要となろう。

なお，誤解がないように最後に指摘しておきたいことがある。わたしは

差別禁止を，障害者権利条約の義務を履行する唯一の方法だと言いたいわ

けではない，ということである。障害差別を禁止する立法措置を講ずるだ

けでは，障害者の雇用分野への参加は不十分なものとなってしまう。障害

者権利条約は，いわゆるホリスティック・アプローチを採用し，基本的に

は「無差別＋ポジティブアクション＝社会包摂」という定式（European

Congress on Disability, Madrid, March［２００２］）に依拠している。

そのため，第１節でみたように，１％の割当雇用とか給与補填制度，起

業支援制度，特別優遇税制といったポジティブアクションは，同条約の誠

実な履行にとってたいへん重要となる。もっとも本章では，障害者雇用に

おけるポジティブアクションが，どれほどの効果を実際に挙げているか明

らかにできなかった。その検討は，今後の課題としたい。
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